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があれば、保護者が指導援助を受ける動機づけを高

める上で有効な方策ではないかとの意見も報告さ

れている。 
法第 28 条の更新については家族支援の実施過程 

における更新の意味が注目され、評価されている。 
ただし保護者・家族支援の効果的な運用と活性化の 
ためには、児童相談所の業務量・人員体制の問題を 
見直す必要も指摘されている。 

法第 28 条の更新を機会に施設入所の同意に転ず 
る事例もかなりあることが実地調査から報告され

ている。ただし、児童相談所による指導体制が法的

拘束を持たない同意入所において曖味になる危険

性や、保護者の対応として「表面的な同意」しか得

られていない事例の難しさなども報告されている。 

判所が審判を留保し、一定期間保護者のケア受講

状況を勘案しながら最終決定を行うような制度 

家庭裁判所の指導勧告と指導受講の附帯条件 
 家庭裁判所の指導勧告があったのは 14 件（42 件中

33．3％）、保護者の指導受講の対応については、態度を

変えず指導を受けようとしないものが 8 件（58．3％）

である。勧告に対してしぶしぶではあるが態度を変えた

のは 2 件である。 
 指導勧告が無かった事例 67 件では、審判承認後、指

導を受けようと全くしない 18 件（26．9％）、ほとんど

受けようとしない 12 件（17．4％）と、30 件（44．8％） 

うち 5 件が勧告を契機に指導を受けるように

なったと報告されている。間接的な勧告よりも

具体的に保護者に指示事項を提示する附帯条

件の提示が保護者を変容させるのに有効かど

うか、今後とも慎重に検討を続ける必要があ

る。 
 法第 28 条申立てという事態が、児童相談所

と保護者の強い対立経過を前提にしているだ

けに、そう簡単に保護者の対応が変わることは

無いのであろうが、それだけに児童相談所が保

護者と話し合うためのテーブルが裁判所のバ

ックアップによって設けられないかが、課題と

言える。 
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が指導を拒んでいる。審判によって何らかの態度変容

を示したものは 8 件（19．0％）である。 
指導受講の附帯条件があったものは 9 件あり、その 
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調査 
143 児相 72.5％の回収率 
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